
過誤にかかる処理日程等について 
 過誤受付から請求との調整までの日程等は下記のとおりです。 
 
（例）１２月支払分と過誤調整する場合 
１０月処理（ｎ-１月） １１月処理（ｎ月） １２月処理（ｎ+1 月） 
   

 
 期間 処理内容 

①過誤登録 （ｎ-１）月６日～ｎ月５日 過誤データの受付 

②未調整（警告リスト）出力 （ｎ-１）月２０日頃～ｎ月２０頃 未調整過誤の確認 

③過誤修正・削除 ｎ月６日～（ｎ+１）月４日頃 登録された過誤データの修正削除

 
画面の照会可能時期 

 期間 処理内容 

過誤依頼受付状況照会 過誤登録日～（ｎ+１）月４日頃 受付内容、正当・エラー件数確認

（ｎ+１）月４日頃～（ｎ+１）月１０日頃 過誤額の確認 
過誤調整状況照会 

（ｎ+１）月１０日頃～ 過誤調整額、未調整額の確認 

①過誤登録 

②未調整（警告リスト）出力 

③過誤修正・削除 

正当データのみ受付とな

る。そのため、CSV データ

は、エラー修正も含めて、

５日までに登録する必要が

ある。

６日 ５日

２０日頃 

２０日頃 

他県交換（請求）を

過ぎると、翌月処理

分の未調整リストが

出力される。 

同月過誤の場合、資

格確認で、請求デー

タが登録されると過

誤登録データの削除

はできなくなる。 

①にて登録されたデ

ータの内容修正もし

くは、削除が可能。

追加は行えない。 

４日頃 １０日頃 

末日 

請求額算定

支払額算定

健診等機関

へ振込 


